
＜今回の情報＞ 

◆ 不法投棄防止統一パトロール＆不法投棄撲滅キャンペーンが実施されました！ 

◆ 血液検査の窓口紹介、東部保健所の精神保健業務について 

12 月の廃棄物不法投棄撲滅月間に合わせ、12 月 5 日（水）、全県一斉に「不法投棄防止統一 

パトロール」と「不法投棄撲滅キャンペーン」を併せて実施しました。東部健康福祉センター管内で 

は、県職員をはじめ市町の職員や民間監視員など、16 市町から計 76 名が参加しました。 

実施に先立ち、東部総合庁舎玄関前で出発式が行われ、その後、不法投棄防止統一パトロー 

ル班と不法投棄撲滅キャンペーン班に分かれてそれぞれ活動を行いました。 

不法投棄防止統一パトロール班は、東部健康福祉センター管内の富士山麓から熱海地域まで 

の間を計 18 班に分かれて一斉にパトロールを行い、全体で産業廃棄物 6 件 13.3 ㎥、一般廃棄物 

18 件 16.5 ㎥の不法投棄を確認しました。 

また、三島市の「村の駅」では県職員の他、市町職員や県産業廃棄物協会の関係者等 22 名が 

参加し、不法投棄撲滅キャンペーンとして、利用客らに啓発用のティッシュペーパーを配るなどの 

街頭啓発活動を行いました。 
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＜ 血液検査の窓口紹介 ＞ 

●東部保健所(東部健康福祉センター)はじめ県内の各保健所窓口では、ＨＩＶ、Ｂ型肝炎、Ｃ型 

肝炎及び梅毒の血液検査を実施しています。 

検査は無料ですが予約が必要です。又、日によって検査項目や時間が異なりますので、県 

のホームページ等で確認いただいた上、担当窓口まで直接電話でお問合せください。 

＊(東部保健所の検査担当窓口は、健康増進課(電話：055-920-2112)です。) 

＊東部保健所窓口の検査予定日(20 年 2 月及び 3 月)は、以下のとおりです。 

○ＨＩＶ、Ｂ型肝炎、梅毒検査 

2 月…6 日(水)、12 日(火)、19 日(火)、27 日(水) 

3 月…5 日(水)、11 日(火)、18 日(火) 

○Ｃ型肝炎検査 

2 月…12 日(火)、19 日(火)、20 日(水)、27 日(水) 

3 月…5 日(水)、11 日(火)、18 日(火)、26 日(水) 

＜ 東部保健所の精神保健業務について＞ 

●精神保健福祉への対応において、「保健所」は地域における第一線の機関として位置づけら 

れています。 

東部保健所管内でも、精神科医による精神保健相談(一般相談、アルコール依存等)を定期的 

に実施しております。（担当窓口：障害福祉課(電話：055-920-2087)） 

又、「こころの電話相談」として平日の 8 時 30 分から 17 時までの間、電話による相談も受付して 

おります。（相談電話番号：055-922-5562） 
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＜ 編 集 後 記 ＞ 

「東部健康福祉センターだより」（第 2 号）の発行となりました。 

今号では、12 月 5 日(水曜日)に実施した「不法投棄防止統一パトロール＆不法投棄撲滅キャンペーン」の状況を、 

県民の皆様にお知らせします。 

廃棄物の不法投棄は、最近、休日や深夜に投棄しすぐに覆土する等、その内容も悪質巧妙化する傾向にあり、 

県内のみならず全国的に大きな社会問題となっていることは皆さん御承知のとおりです。 

静岡県内では、特に富士山麓周辺を中心とした県東部地域に不法投棄が集中しています。 

今回紹介した「不法投棄防止統一パトロール」でも、県内の約半数は富士山麓への不法投棄という結果でした。 

静岡県では現在、 「富士山の世界遺産登録」を目指し、廃棄物の不法投棄撲滅に向け様々な施策を進めています。 

生活環境の保全を通し「県民の皆様が安心して暮らせる社会」の実現に向けて、県が実施する各種業務に対し、 

皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。


